
坂井市認知症カフェ運営事業補助金交付フロー図 

坂井市 認知症カフェ運営団体 

市 HP等にて認知症カフェ運営団体募集 

 

 

 

②内容の審査 

 

 

 

③交付の可否決定 

 ・補助金等交付（不交付）決定通知書 

  （様式第 2 号または様式第 3 号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥変更の審査 

 

 

⑦変更の承認 

 ・変更承認書（様式第６号） 

 

 

 

⑨実績の審査 

 

 

 

⑩補助金額の確定 

 ・補助金等確定通知書（様式第 9 号） 

 

 

 

 

⑫補助金の交付 

 

 

 

 

① 交付申請 

・補助金等交付申請書（様式第 1 号） 

・坂井市認知症カフェ運営実施計画書（別紙１） 

・収支予算書（別紙 2） 

・その他必要な書類 

・カフェの位置図等 

・NPO 法人や有志団体の場合には、団体概要が  

分かる書類（認定書や構成員名簿・活動実績等）  

 

 

 

④事業の実施～運営開始～ 

 ※補助事業等に要する経費の変更や内容の変更

もしくは中止する際には、市へ事前連絡 

 

【※変更承認申請が必要な場合のみ】 

⑤事業の変更 

 ・変更承認申請書（様式第５号） 

 ・事業変更計画書 

 ・収支変更予算書 

 

 

 

【事業完了後 20 日以内】 

⑧実績報告 

 ・事業等実績報告書（様式第 8 号） 

 ・事業実施報告書（別紙 3） 

 ・収支決算書（別紙 4） 

・領収書写し 

 ・その他必要書類（活動写真 :開催毎に 1 枚以上） 

 

 

 

⑪補助金の請求 

 ・補助金等請求書（様式第 12 号） 

 ・補助金振込に関する書類 

 

 

 

⑬補助金の受領 

 

※変更交付申請が必要な場合、⑤実績報告の前に行う必要があります。 


